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そ

の
６ 
(
6
)
－

1
　

燃
料

等
使

用
量

及
び

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量

単
 
位

年
度

排
出

係
数

（
t
/
G
J
,
 
千

k
W
h
,
千

m
3)

排
出

量
（

ｔ
）

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

ｔｔ

液
化

石
油

ガ
ス

（
L
P
G
)

ｔ

石
油

系
炭

化
水

素
ガ

ス
千
m
3

液
化

天
然

ガ
ス

（
L
N
G
)

ｔ

そ
の

他
可

燃
性

天
然

ガ
ス

千
m
3

輸
入

原
料

炭
ｔ

コ
ー

ク
ス

用
原

料
炭

ｔ

吹
込

用
原

料
炭

ｔ

輸
入

一
般

炭
ｔ

国
産

一
般

炭
ｔ

輸
入

無
煙

炭
ｔｔｔ千
m
3

千
m
3

千
m
3

千
m
3

千
m
3

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

G
J

千
k
W
h

G
J

k
L

(
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
)

合
計

再
エ

ネ
由

来
の

証
書

原
油

換
算

外部供給

自
ら

生
成

し
た

熱
の

供
給

自
ら

生
成

し
た

電
力

の
供

給

小
計

小
原

単
位

建
物

相
当

量

電気

一
般

送
配

電
事

業
者

の
電

線
路

を
介

し
て

供
給

さ
れ

た
電

気

事
業

所
内

で
発

電
し

た
再

エ
ネ

電
気

（
環

境
価

値
有

）

事
業

所
内

で
発

電
し

た
再

エ
ネ

電
気

（
環

境
価

値
無

）

事
業

所
外

か
ら

供
給

さ
れ

た
再

エ
ネ

電
気

（
環

境
価

値
有

）

事
業

所
外

か
ら

供
給

さ
れ

た
再

エ
ネ

電
気

（
環

境
価

値
無

）

P
P
A

契
約

（
ヴ

ァ
ー

チ
ャ

ル
）

小
計

都
市

ガ
ス

そ
の

他
の

燃
料

小
計

熱

産
業

用
蒸

気

事
業

所
内

で
生

成
し

た
再

エ
ネ

熱
（

環
境

価
値

無
）

事
業

所
外

か
ら

供
給

さ
れ

た
再

エ
ネ

熱
（

環
境

価
値

有
）

事
業

所
外

か
ら

供
給

さ
れ

た
再

エ
ネ

熱
（

環
境

価
値

無
）

小
計

産
業

用
以

外
の

蒸
気

温
水

冷
水

事
業

所
内

で
生

成
し

た
再

エ
ネ

熱
（

環
境

価
値

有
）

転
炉

ガ
ス

石
油

コ
ー

ク
ス

、
F
C
C

コ
ー

ク
ス

石
油

ガ
ス

可
燃

性
天

然
ガ

ス

石
炭

石
炭

コ
ー

ク
ス

コ
ー

ル
タ

ー
ル

コ
ー

ク
ス

炉
ガ

ス

高
炉

ガ
ス

発
電

用
高

炉
ガ

ス

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

燃
料

・
熱

の
種

類

使
 
用

 
量

 
等

熱
量

（
G
J
）

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量

燃料

原
油

原
油

の
う

ち
コ

ン
デ

ン
セ

ー
ト

（
N
G
L

）

揮
発

油
（

ガ
ソ

リ
ン

）

ナ
フ

サ

ジ
ェ

ッ
ト

燃
料

油

灯
油

軽
油

Ａ
重

油

Ｂ
・

Ｃ
重

油

潤
滑

油

その５の３

 (5)-3　事業所内外の再生可能エネルギー設備からの電気、熱の利用量 年度

～ ）

単位発熱量 熱量

再エネの種類 （バイオマス燃料種） （GJ/固有単位） (GJ)

合計

(日本産業規格Ａ列４番)

12月 1月8月 9月 2月11月 3月 計10月 乗率6月

燃料等
監視点

把握
方法

再エネの種類

5月
再エネ導入方法 単位

検定等の
有　　無

使用量　　（
環境価値の
有 無

算定対象から除く排出活動の該当
4月 7月

別
記
第
六
号
様
式
そ
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
７

号
様

式

年
度

１
　

指
定

地
球

温
暖

化
対

策
事

業
所

の
概

要

２
　

排
出

量
の

算
定

根
拠

 
(
1
)
　

水
道

及
び

工
業

用
水

道
の

水
の

使
用

並
び

に
公

共
下

水
道

へ
の

排
水

 
(
2
)
　

事
業

所
内

に
お

け
る

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
に

係
る

そ
の

他
の

排
出

活
動

 
(
3
)
　

非
化

石
燃

料
の

使
用

実
績

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
)

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

以
外

の
二

酸
化

炭
素

（
C
O
2

）

メ
タ

ン
（

C
H
4

）

事
業

所
の

名
称

事
業

所
の

所
在

地

排
出

活
動

の
種

類

水
道

及
び

工
業

用
水

道
の

水
の

使
用

六
ふ

っ
化

硫
黄

（
S
F
6

）

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
（

二
酸

化
炭

素
換

算
）

公
共

下
水

道
へ

の
排

水

排
出

活
動

の
種

類
前

年
度

活
動

量

活
動

量

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
（

当
該

物
質

の
量

）

排
出

量
（

ｔ
） 千
㎥

合
計

ガ
ス

種
類

単
位

排
出

係
数

地
球

温
暖

化
係

数

そ
の

他
ガ

ス
排

出
量

算
定

報
告

書

単
位

千
㎥

前
年

度
活

動
量

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量

活
動

量
排

出
係

数
排

出
量

(
t
)

排
出

量
（

ｔ
）

ガ
ス

種
類

別
合

計

一
酸

化
二

窒
素

（
N
2 O

）

ハ
イ

ド
ロ

フ
ル

オ
ロ

カ
ー

ボ
ン

（
H
F
C

）

パ
ー

フ
ル

オ
ロ

カ
ー

ボ
ン

（
P
F
C

）

三
ふ

っ
化

窒
素

（
N
F
3

）

非
化

石
燃

料
の

種
類

水
素

ア
ン

モ
ニ

ア

活
動

量

前
年

度
活

動
量

単
位

ｔｔ

そ
の

６
の

２

 
(
6
)
－

2
　

事
業

所
内

外
の

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
か

ら
の

電
気

、
熱

の
使

用
実

績

単
 
位

年
度

排
出

係
数

（
t
/
G
J
,
 
千

k
W
h
,
千

m
3)

排
出

量
（

ｔ
）

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

大
規

模
千

k
W
h

上
記

以
外

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

大
規

模
千

k
W
h

上
記

以
外

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

G
J

千
k
W
h

G
J

千
k
W
h

※
地

球
温

暖
化

対
策

計
画

書
 
そ

の
6
シ

ー
ト

 
 
8
(
5
)
 
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
に

占
め

る
再

エ
ネ

利
用

割
合

等
に

転
記

※
地

球
温

暖
化

対
策

計
画

書
 
そ

の
8
シ

ー
ト

 
 
(
4
)
 
各

年
度

の
削

減
義

務
履

行
状

況
 
（

K
）

に
転

記

(
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
)

排
出

係
数

の
改

善
と

再
エ

ネ
由

来
の

証
書

の
直

接
充

当
に

よ
る

削
減

効
果

（
t
）

再
エ

ネ
利

用
割

合

電
気

使
用

量
に

占
め

る
割

合

熱
使

用
量

に
占

め
る

割
合

都
市

ガ
ス

使
用

量
に

占
め

る
割

合

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

全
体

に
占

め
る

割
合

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

全
体

に
占

め
る

割
合

（
事

業
所

が
直

接
充

当
し

た
証

書
を

除
く

）

小
計

合
計

再
エ

ネ
由

来
の

証
書

グ
リ

ー
ン

電
力

証
書

グ
リ

ー
ン

熱
証

書

非
化

石
証

書

事業所外（オフサイト）

小
計

太
陽

光

風
力

地
熱

水
力

バ
イ

オ
マ

ス

オ
フ

サ
イ

ト
P
P
A

（
ヴ

ァ
ー

チ
ャ

ル
）

小
計

電気

事業所内（オンサイト）

オ
ン

サ
イ

ト
P
P
A

（
ヴ

ァ
ー

チ
ャ

ル
）

太
陽

光

風
力

地
熱

水
力

バ
イ

オ
マ

ス

事業所外（オフサイト）

燃料及び熱

小
計

地
熱

温
泉

熱

雪
氷

熱

海
水

熱

河
川

水
熱

地
下

水
熱

地
中

熱

バ
イ

オ
マ

ス

太
陽

熱

バ
イ

オ
マ

ス

再
エ

ネ
熱

・
電

気
の

種
類

使
 
用

 
量

 
等

熱
量

（
G
J
）

代
替

排
出

量

事業所内（オンサイト）

太
陽

熱

地
熱

温
泉

熱

雪
氷

熱

海
水

熱

河
川

水
熱

地
下

水
熱

地
中

熱

別
記
第
六
号
様
式
そ
の
六
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

別
記
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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そ

の
２

 
(
4
)
　

特
定

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
所

の
使

用
開

始
時

期

 
(
5
)
　

計
画

書
作

成
の

担
当

部
署

２
　

地
球

温
暖

化
の

対
策

の
推

進
体

制

３
　

指
定

（
特

定
）

地
球

温
暖

化
対

策
事

業
者

と
の

協
力

に
関

す
る

措
置

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
)

名
称

事
業

所
の

使
用

開
始

年
月

年
月

 
第

７
号

様
式

の
２

　
そ

の
１年

度

１
　

特
定

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
者

の
概

要

 
(
1
)
　

特
定

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
者

の
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
）

 
(
2
)
　

特
定

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
所

の
概

要

 
(
3
)
　

特
定

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
所

の
要

件

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
)

㎡

事
業

の
概

要

㎡

前
年

度
末

㎡

前
年

度
末

㎡

前
年

度
末

㎡ ㎡

医
療

前
年

度
末

㎡ ㎡

用途別内訳

事
務

所
前

年
度

末
㎡

商
業

前
年

度
末

工
場

そ
の

他
上

記
以

外

駐
車

場

物
流

㎡

文
化

前
年

度
末

産
業

分
類

名

業種等

事
業

の
業

　
種

分
類

番
号

放
送

局

特
定

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
所

の
名

称

特
定

テ
ナ

ン
ト

等
地

球
温

暖
化

対
策

計
画

書

千
k
W
h

以
上

㎡

主
た

る
用

途

前
年

度
末

電
気

使
用

量

使
用

床
面

積
前

年
度

末
日

時
点

前
年

度
一

年
間

特
定

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
所

の
延

べ
面

積
前

年
度

末

以
上

㎡

㎡
事

業
所

の
種

類
宿

泊
前

年
度

末

教
育

前
年

度
末

情
報

通
信

前
年

度
末

要
件

確
認

年
月

年
月

別
記
第
七
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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そ
の

４

７
　

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量

 
(
1
)
　

基
準

排
出

量
等

 
(
2
)
　

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
の

推
移

単
位

：
ｔ

（
二

酸
化

炭
素

換
算

）

 
(
3
)
　

延
べ

面
積

当
た

り
の

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

年
度

排
出

量
の

状
況

単
位

：
k
g
（

二
酸

化
炭

素
換

算
）

/
㎡

・
年

 
(
4
)
　

延
べ

面
積

当
た

り
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
の

推
移

単
位

：
M
J
/
㎡

備
考

８
　

事
業

所
で

実
施

し
た

エ
ネ

ル
ギ

ー
削

減
対

策
及

び
再

エ
ネ

利
用

の
状

況
等

 
(
1
)
　

エ
ネ

ル
ギ

ー
削

減
対

策
の

取
組

状
況

 
(
2
)
　

再
エ

ネ
の

導
入

・
利

用
に

関
す

る
取

組
状

況

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
)

年
度

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

延
べ

面
積

当
た

り
特

定
温

室
効

果
ガ

ス
年

度
排

出
量

年
度

年
度

延
べ

面
積

当
た

り
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

基
準

年
度

排
出

実
績

原
単

位

年
度

ｔ
k
g
/
㎡

・
年

そ
の
３４

　
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
推
進
に
係
る
目
標

 
(
1
)
　
現
在
の
削
減
計
画
期
間
の
削
減
目
標

 
(
2
)
　
2
0
3
0
年
度
以
降
の
削
減
目
標

５
　
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
の
計
画
及
び
実
施
状
況

単
位

：
点

検
表

の
対

策
項

目
数

６
　
そ
の
他
の
取
組
（
事
業
者
と
し
て
の
取
組
）

 
(
1
)
　
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
の
取
組
状
況

 
(
2
)
　
気
候
変
動
関
連
の
国
際
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
へ
の
賛
同
状
況
に
つ
い
て

(日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
)

今
後

の
予

定

備
考

欄

取
組

あ
り

取
組

な
し

名
称

開
始
年
度

開
始
年
度

年
度

年
度

年
度

名
称

年
度

年
度

目
標

対
象
項
目

業
種

（
事
務
所
）

対
策
分
類

計
画

期
間

目
標

年
度
ま
で

年
度
か
ら

備
考

計
画

期
間

年
度
か
ら

年
度
ま
で

合
計

該
当
無

小
計

加
点
項
目

実
施
予
定

小
計

実
施
済

年
度

年
度

未
定

年
度

年
度
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そ

の
６ 
(
2
)
　

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
量

の
推

計
方

法

１
０

　
特

定
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

量
の

増
減

が
あ

っ
た

場
合

に
考

え
ら

れ
る

要
因

１
１

　
特

定
テ

ナ
ン

ト
等

事
業

所
の

要
件

に
関

す
る

状
況

１
２

　
推

進
責

任
者

の
氏

名
等

１
３

　
添

付
す

る
書

類

(
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
)

前
年

度
末

日
時

点

電
気

使
用

量
前

年
度

一
年

間

㎡

氏
名

部
署

名

連絡先
電

子
ﾒ

ｰ
ﾙ

ｱ
ﾄ

ﾞ
ﾚ

ｽ

電
話

番
号

千
k
W
h

推
計

方
法

使
用

床
面

積

備
考
　
△
印
の
欄
に
は
、
計
画
書
に
添
付
す
る
各
別
紙
に
一
連
番
号
を
付
け
た
上
、
該
当
す
る
別
紙
の
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

）
の

と
お

り

）
の

と
お

り

）
の

と
お

り

）
の

と
お

り

△
別

紙
（

△
別

紙
（

△
別

紙
（

△
別

紙
（

燃
料

等
の

種
類

そ
の

５９
　

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
の

算
定

 
(
1
)
　

燃
料

等
使

用
量

及
び

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量

単
 
位

使
用

量
排

出
係

数
（
t
/
G
J
,
 
千
k
W
h
,
千
ｍ

3)

排
出

量
（

ｔ
）

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

k
L

ｔｔ

液
化

石
油

ガ
ス

（
L
P
G
)

ｔ

石
油

系
炭

化
水

素
ガ

ス
千
m
3

液
化

天
然

ガ
ス

（
L
N
G
)

ｔ

そ
の

他
可

燃
性

天
然

ガ
ス

千
m
3

輸
入

原
料

炭
ｔ

コ
ー

ク
ス

用
原

料
炭

ｔ

吹
込

用
原

料
炭

ｔ

輸
入

一
般

炭
ｔ

国
産

一
般

炭
ｔ

輸
入

無
煙

炭
ｔｔｔ千
m
3

千
m
3

千
m
3

千
m
3

千
m
3

　G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

G
J

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

千
k
W
h

G
J

千
k
W
h

G
J

千
k
W
h

G
J

千
k
W
h

k
L

M
J
/
㎡

・
年

(
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
)

原
油

換
算

延延
べべ

面面
積積

当当
たた

りり
エエ

ネネ
ルル

ギギ
ーー

使使
用用

量量
のの

算算
定定

：：

外部供給

自
ら

生
成

し
た

熱
の

供
給

自
ら

生
成

し
た

電
力

の
供

給

小
計

合
計

再エネ由来

の証書

グ
リ

ー
ン

電
力

証
書

グ
リ

ー
ン

熱
証

書

非
化

石
証

書

小
計

電気

一
般

送
配

電
事

業
者

の
電

線
路

を
介

し
て

供
給

さ
れ

た
電

気

事
業

所
内

で
発

電
し

た
再

エ
ネ

電
気

（
環

境
価

値
有

）

事
業

所
内

で
発

電
し

た
再

エ
ネ

電
気

（
環

境
価

値
無

）

事
業

所
外

か
ら

供
給

さ
れ

た
再

エ
ネ

電
気

（
環

境
価

値
有

）

事
業

所
外

か
ら

供
給

さ
れ

た
再

エ
ネ

電
気

（
環

境
価

値
無

）

P
P
A

契
約

（
ヴ

ァ
ー

チ
ャ

ル
）

小
計

小
計

熱

産
業

用
蒸

気

産
業

用
以

外
の

蒸
気

温
水

冷
水

事
業

所
内

で
生

成
し

た
再

エ
ネ

熱
（

環
境

価
値

有
）

事
業

所
内

で
生

成
し

た
再

エ
ネ

熱
（

環
境

価
値

無
）

事
業

所
外

か
ら

供
給

さ
れ

た
再

エ
ネ

熱
（

環
境

価
値

有
）

事
業

所
外

か
ら

供
給

さ
れ

た
再

エ
ネ

熱
（

環
境

価
値

無
）

そ
の

他
（

）

小
計

発
電

用
高

炉
ガ

ス

転
炉

ガ
ス

都
市

ガ
ス

そ
の

他
の

燃
料

高
炉

ガ
ス

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

石
油

コ
ー

ク
ス

、
F
C
C

コ
ー

ク
ス

石
油

ガ
ス

可
燃

性
天

然
ガ

ス

石
炭

石
炭

コ
ー

ク
ス

コ
ー

ル
タ

ー
ル

コ
ー

ク
ス

炉
ガ

ス

特
定

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量

燃料

原
油

原
油

の
う

ち
コ

ン
デ

ン
セ

ー
ト

（
N
G
L

）

揮
発

油
（

ガ
ソ

リ
ン

）

ナ
フ

サ

潤
滑

油

燃
料

・
熱

の
種

類
推

計
使

 
用

 
量

 
等

熱
量

（
G
J
）

ジ
ェ

ッ
ト

燃
料

油

灯
油

軽
油

Ａ
重

油

Ｂ
・

Ｃ
重

油
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別
記
第
九
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
を
削
る
。

附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の

健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条

の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
七
第
四
項
、

第
四
条
の
十
八
第
一
項
、
第
四
条
の
十
九
第
三
項
、
第
四
条
の
二

十
三
第
一
項
、
第
四
条
の
二
十
六
第
二
項
、
第
五
条
の
十
二
第
一

項
第
四
号
及
び
第
五
条
の
十
九
第
一
項
並
び
に
東
京
都
地
球
温
暖

化
対
策
指
針
第
二
編
第
五　

八
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め

る
様
式
（
こ
の
告
示
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ

る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な

お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
八
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号
（
都
民
の
健
康

と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
十
二

第
三
項
及
び
別
表
第
一
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
等
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
一
条
第
一
項
中
「
〇
・
四
八
九
」
を
「
条
例
第
九
条
の
六
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
公
表
し
た
電
気
排
出
係
数
の
う
ち
、
都
内

に
供
給
さ
れ
る
電
気
の
排
出
係
数
の
平
均
値
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
〇
・
〇
六
〇
」
を
「
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
（
条
例

第
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
条
例
第
十
七
条
の
十
四
の
地
域
エ

ネ
ル
ギ
ー
供
給
実
績
報
告
書
に
基
づ
き
知
事
が
算
定
し
、
別
に
公
表

別
記
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
８
号
様
式

年
月

日
東

 
京

 
都

 
知

 
事

　
殿

㊞

１
　
検
証
の
対
象

２
　
検
証
の
対
象
年
度

３
　
検
証
を
実
施
し
た
登
録
検
証
機
関

４
　
利
害
相
反
の
回
避

５
　
検
証
結
果

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
)

年
月

日

電
話

番
号

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

年
度

登
録

年
月

日

登
録

年
月

日

登
録
番
号

検
証

の
対

象
年

度

指
定

番
号

登
録

区
分

月
年

検
証

先
事

業
所

検
証

対
象

の
種

類

登
録

番
号

検
証

結
果

報
告

書

検
　
証

主
任
者

連
絡

先

営
業

所
の

名
称

検
証

結
果

部
署

名

氏
名

検
証

さ
れ

た
排

出
量

、
一

次
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
、

削
減

量
、

対
策

の
推

進
の

程
度

等

住
所

法
人

名

代
表

者
名

東
京

都
と

要
協

議

営
業

所
の

所
在

地

日

適
合

確
認
済
み

検
証

先
事

業
所

が
登

録
検

証
機

関
と

著
し

い
利

害
関

係
を

有
す

る
事

業
者

の
設

置
し

て
い

る
事

業
所

で
な

い
こ

と
そ

の
他

の
利

害
相

反
の

回
避

の
確

認

所
在

地

名
称
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し
た
熱
排
出
係
数
の
う
ち
、
都
内
に
供
給
さ
れ
る
熱
の
排
出
係
数
の

平
均
値
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第

二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

規
則
別
表
第
一　

一
の
項
の
下
欄
二
及
び
へ
の
知
事
が
別
に
定

め
る
係
数
は
、
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た

条
例
第
十
七
条
の
十
四
の
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
実
績
報
告
書
に

基
づ
き
知
事
が
算
定
し
、
別
に
公
表
し
た
熱
排
出
係
数
の
う
ち
、

都
内
に
供
給
さ
れ
る
熱
の
排
出
係
数
の
平
均
値
と
す
る
。

第
二
条
第
五
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。

５　

規
則
別
表
第
一　

一
の
項
の
下
欄
ホ
及
び
ト
の
知
事
が
別
に
定

め
る
係
数
は
、
条
例
第
九
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

公
表
し
た
電
気
排
出
係
数
の
う
ち
、
都
内
に
供
給
さ
れ
る
電
気
の

排
出
係
数
の
平
均
値
と
す
る
。

６　

規
則
別
表
第
一　

一
の
項
の
下
欄
チ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
口

座
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
記
録
さ
れ
た
電
気
等
環
境
価

値
保
有
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
等
環
境
価
値
保
有
量
と

す
る
。

一　

非
化
石
価
値
取
引
市
場
に
お
い
て
電
気
事
業
者
が
取
得
し
た

非
化
石
証
書
（
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事

業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
。
以
下
「
高
度
化
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い

う
。
）
に
由
来
す
る
電
気
の
非
化
石
電
源
と
し
て
の
価
値
を
取

引
可
能
に
す
る
た
め
の
、
当
該
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る

も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
も
の

の
量

イ　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
非
化
石
証
書
（
毎
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間

に
非
化
石
電
源
（
高
度
化
法
施
行
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る

非
化
石
電
源
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
発
電
さ
れ
た
電

気
の
う
ち
、
非
化
石
電
源
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
電
気
と

し
て
推
進
機
関
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

七
十
号
）
第
二
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
広
域
的
運
営
推
進

機
関
を
い
う
。
）
が
認
定
し
た
も
の
の
量
に
係
る
非
化
石
証

書
を
い
う
。
）

ロ　

非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
再
エ
ネ
指
定
非
化
石
証
書
（
毎
年
一
月
か
ら
十

二
月
ま
で
の
間
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
高
度
化
法
第

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
電
源
か
ら
発
電
さ
れ
た
電
気
の

う
ち
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
由
来
で
あ
る
と
指
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
非
化
石
電
源
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
電
気

と
し
て
経
済
産
業
省
が
認
定
し
た
も
の
の
量
に
係
る
非
化
石

証
書
を
い
う
。
）
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の

促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経

済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に

規
定
さ
れ
る
基
準
に
適
合
し
な
い
バ
イ
オ
マ
ス
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）

二　

規
則
第
四
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
さ
れ
る
電
気
等

環
境
価
値
保
有
量

第
三
条
第
一
項
中
「
〇
・
二
六
六
」
を
「
〇
・
二
五
一
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
〇
・
四
〇
〇
」
を
「
〇
・
三
五
五
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
㈡

の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
四
一
五
」
を
「
㈠
の
知
事
が

別
に
定
め
る
炭
酸
塩
を
含
有
す
る
鉱
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
炭

酸
塩
を
含
有
す
る
鉱
物
と
し
、
同
欄
の
ニ
㈠
の
知
事
が
別
に
定
め
る

係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
炭
酸
塩
を
含
有
す
る
鉱
物
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

一　

石
灰
石　

〇
・
四
四
〇

二　

ド
ロ
マ
イ
ト　

〇
・
四
七
一

第
四
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
〇
・

五
〇
二
」
を
「
〇
・
五
一
五
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
四
項
中
「
ハ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
三
項
中
「
ハ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
及
び
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
施
設
」
を

「
通
気
弁
」
に
、
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
九
五
」
を
「
〇
・
〇
〇

〇
一
三
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
天
然
ガ
ス
の
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り
の
生
産
に
伴
い
処
理
に
係
る
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭
素
の
量　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二
七
」
を
「
イ
に

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
天
然
ガ
ス
の
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
生

産
に
伴
い
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
当
該
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る

ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量　

次
の
ⅰ
及
び
ⅱ
に
掲
げ
る
施
設

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
ⅰ
及
び
ⅱ
に
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
号
ロ

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ⅰ　

天
然
ガ
ス
の
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
（
陸
上

に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
八
二

ⅱ　

天
然
ガ
ス
の
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
（
海
上

に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
一
四

第
四
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

天
然
ガ
ス
の
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
処
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理
に
係
る
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二
四

第
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
及
び
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
、

「
か
ら
ハ
ま
で
」
を
「
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
の
み
」
を

削
り
、
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一
八
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一
二
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
の
み
」
を
削
り
、
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二

一
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一
八
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
ハ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
イ
中
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
二
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
九

五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
原
油
の
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
生

産
に
伴
い
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
ト
ン

で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量　

〇
・
〇
〇
〇
二
七
」
を
「
次
の
ⅰ
及

び
ⅱ
に
掲
げ
る
施
設
ご
と
に
、
原
油
の
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の

生
産
に
伴
い
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
当
該
施
設
か
ら
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
当
該
ⅰ
及
び
ⅱ
に
定
め

る
数
」
に
改
め
、
同
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ⅰ　

原
油
の
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
（
陸
上
に
設

置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
一
三

ⅱ　

原
油
の
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
（
海
上
に
設

置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
四

三

第
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
〇
・
〇
六
七
」
を
「
〇
・
〇
四
一
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
イ
」
を

「
ロ
」
に
、
「
ロ
」
を
「
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

一
の
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
石
炭
の
採
掘
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
石
炭
の
採
掘
と
し
、

同
欄
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
石

炭
の
採
掘
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

石
炭
坑
で
の
採
掘　

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
量
と
し
て
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数

イ　

石
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
採
掘
の
際
に
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量　

〇
・
〇
〇
〇
〇

三
七

ロ　

石
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
採
掘
後
の
工
程
に

お
い
て
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量　

〇
・
〇
〇
〇
〇
四
〇

二　

露
天
掘
に
よ
る
採
掘　

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
量
と
し
て

当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数

イ　

石
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
採
掘
の
際
に
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量　

〇
・
〇
〇
〇
〇

一
九

ロ　

石
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
採
掘
後
の
工
程
に

お
い
て
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一
六

第
四
条
第
十
四
項
中
「
六
の
項
の
下
欄
イ
」
を
「
八
の
項
の
下
欄

イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物

と
し
、
同
欄
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
動
物
性
の
も
の
」
の
下

に
「
並
び
に
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
廃

棄
物
処
理
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
四
第
五
号
に
規
定
す

る
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
」

を
加
え
、
「
二
・
九
二
」
を
「
二
・
九
三
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号

中
「
ご
み
固
形
燃
料
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
植
物
性
の
物
又
は

動
物
性
の
物
の
み
を
原
材
料
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
七
七

五
」
を
「
紙
お
む
つ　

一
・
二
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号

と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
四
号
」
に
、
「
二
・
七

七
」
を
「
二
・
七
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項

第
四
号
中
「
二
・
五
五
」
を
「
二
・
五
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
一
・
七
二
」
を
「
一
・
六
四
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
二
・
二
九
」

を
「
二
・
三
一
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二　

廃
油
（
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）　

一
・
〇
二

第
四
条
第
十
四
項
第
六
号
中
「
ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し
て
古
紙

又
は
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）　

一
・
五
七
」
を
「
紙
く
ず　

〇
・
一
四
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
八
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器　

二
・
二
七

第
四
条
第
十
四
項
を
同
条
第
二
十
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同

条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

一
の
項
の
下
欄
ホ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
原
油
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
油
と
し
、
同
欄
ホ
の
知

事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
油
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

原
油
（
コ
ン
デ
ン
セ
ー
ト
（
Ｎ
Ｇ
Ｌ
）
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）　

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ　

原
油
を
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
よ
り
輸
送
し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
四
九

ロ　

原
油
を
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
手
段
に
よ
り
輸
送
し
て

い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
三
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二　

コ
ン
デ
ン
セ
ー
ト
（
Ｎ
Ｇ
Ｌ
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
七
二

第
四
条
第
十
五
項
中
「
六
の
項
」
を
「
八
の
項
」
に
、
「
別
表
第

三
の
第
二
欄
」
を
「
次
の
各
号
」
に
、
「
同
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が

別
に
定
め
る
単
位
及
び
」
を
「
同
欄
の
」
に
、
「
同
表
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
廃
棄
物
燃
料
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に

掲
げ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一　

Ｒ
Ｄ
Ｆ　

一
・
〇
七

二　

Ｒ
Ｐ
Ｆ　

一
・
六
四

三　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
か
ら
製
造
さ
れ
た
燃
料
炭
化
水
素
油　

二
・
六
二

第
四
条
第
十
五
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中

「
一
・
一
」
を
「
一
・
〇
九
」
に
改
め
、
「
と
し
、
同
欄
ニ
の
知
事

が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
一
四
と
し
、
同
欄
ホ
の
知
事
が
別

に
定
め
る
係
数
は
、
三
・
四
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と

し
、
同
条
第
七
項
中
「
ハ
」
の
下
に
「
㈠
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条

第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

一
の
項
の
下
欄
ヘ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
八
七
と
す
る
。

第
四
条
第
十
一
項
中
「
知
事
が
別
に
定
め
る
」
の
下
に
「
電
気
炉

は
、
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
と
し
、
同
欄
の
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
」
を
加
え
、
「
〇
・
〇
〇
五
〇
」
を
「
十
二
分
の
四
十
四
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

11　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

二
の
項
の
下
欄
ハ
㈡
の
知
事
が
別

に
定
め
る
炭
酸
塩
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
炭
酸
塩
と
し
、
同
欄

の
ハ
㈡
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
炭

酸
塩
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

ソ
ー
ダ
灰
（
国
内
で
生
産
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・

四
一
三

二　

ソ
ー
ダ
灰
（
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
四
一
五

三　

炭
酸
バ
リ
ウ
ム　

〇
・
二
二

四　

炭
酸
カ
リ
ウ
ム　

〇
・
三
二

五　

炭
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム　

〇
・
三
〇

六　

炭
酸
リ
チ
ウ
ム　

〇
・
六
〇

第
四
条
第
十
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

13　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

二
の
項
の
下
欄
ニ
㈡
の
知
事
が
別

に
定
め
る
炭
酸
塩
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
炭
酸
塩
と
し
、
同
欄

の
ニ
㈡
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
炭

酸
塩
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

ソ
ー
ダ
灰
（
国
内
で
生
産
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・

四
一
三

二　

ソ
ー
ダ
灰
（
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
四
一
五

第
四
条
第
十
五
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

16　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

三
の
項
の
下
欄
ニ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
二
酸
化
チ
タ
ン
の
製
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
二

酸
化
チ
タ
ン
の
製
造
方
法
と
し
、
同
欄
の
ニ
の
知
事
が
別
に
定
め

る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
二
酸
化
チ
タ
ン
の
製
造
方
法
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

二
酸
化
チ
タ
ン
を
ル
チ
ル
か
ら
分
離
す
る
方
法　

一
・
四
三

二　

塩
化
チ
タ
ン
と
酸
素
を
化
学
反
応
さ
せ
る
方
法　

一
・
三
四

17　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

三
の
項
の
下
欄
ヘ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
単
位
及
び
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表

第
三
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
第
三
欄
及

び
第
四
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

18　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

三
の
項
の
下
欄
ト
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
三
・
三
八
と
す
る
。

第
四
条
第
十
九
項
の
次
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。

20　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

四
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
鉱
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
鉱
物
と
し
、
同
欄
の
ロ
の

知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
鉱
物
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

石
灰
石　

〇
・
四
四
〇

二　

ド
ロ
マ
イ
ト　

〇
・
四
七
一

21　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

四
の
項
の
下
欄
ハ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
ガ
ス
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
と
し
、
同
欄
の
ハ
の

知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

高
炉
ガ
ス　

〇
・
三
一
三

二　

転
炉
ガ
ス　

一
・
一
六

22　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

五
の
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
単
位
及
び
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表

第
三
の
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
第
三

欄
及
び
第
四
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

23　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

五
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
二
・
三
五
と
す
る
。

24　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

七
の
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
鉱
物
は
、
ド
ロ
マ
イ
ト
と
し
、
同
欄
の
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
四
八
と
す
る
。

25　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

七
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
炭
酸
塩
は
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
と
し
、
同
欄
の
ロ
の
知
事

が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
四
四
と
す
る
。
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26　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
一　

七
の
項
の
下
欄
ハ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
七
三
と
す
る
。

第
五
条
第
二
十
三
項
中
「
九
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
を
同
条
第
二
十
三

項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
中
「
〇
・
一
一
」
を
「
〇
・
一

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
〇
・
〇
六
六
」
を
「
〇
・
〇
六

三
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
〇
・
〇
〇
四
一
」
を
「
〇
・
〇
〇

八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
〇
・
〇
〇
四
一
」
を
「
〇
・
〇

〇
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
〇
・
〇
〇
一
一
」
を
「
〇
・

〇
〇
一
四
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
八
項

中
「
ホ
」
を
「
へ
㈡
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
〇
・
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
二
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二
六
」
に
改
め
、
同

号
ロ
中
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
三
〇
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
四
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二
七
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二
九
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
〇
・
〇
〇

〇
〇
〇
三
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
六
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
ニ
」
を
「
ホ
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
イ
中
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
八
」
を
「
次
の
ⅰ
及
び
ⅱ
に

掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
ⅰ
及
び
ⅱ
に
定
め
る
数
」
に
改

め
、
同
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ⅰ　

天
然
ガ
ス
の
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
（
陸
上

に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二

三
ⅱ　

天
然
ガ
ス
の
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
（
海
上

に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇

三
八

第
五
条
第
六
項
第
一
号
ロ
中
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
八
八
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
七
六
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
か
ら
ハ

ま
で
」
を
「
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
の
み
」
を
削
り
、

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
一
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

七
六
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
の
み
」
を
削
り
、
「
〇
・
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
一
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
一
二
」
に
改
め
、
同

項
ハ
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
ロ
」

を
「
ハ
」
に
、
「
ハ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と

し
、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
〇
・
〇
〇
一
四
」
を
「
〇
・
〇
〇

一
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
〇
・
〇
〇
一
六
」
を
「
〇
・
〇
〇
一

七
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
七
」
を
「
〇
・

〇
〇
〇
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項

中
「
ロ
」
を
「
ハ
」
に
改
め
、
「
製
鉄
、
」
を
削
り
、
「
カ
ー
バ
イ

ド
」
を
「
炭
化
け
い
素
」
に
、
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二
〇
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
四
六
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

一
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
一
二
と
す
る
。

第
五
条
第
二
十
四
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十

九
項
中
「
九
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
、
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
四

九
と
し
、
同
欄
ロ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇

〇
〇
八
八
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

一　

食
料
品
製
造
業
に
係
る
工
場
廃
水
を
処
理
し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一
二

二　

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
に
係
る
工
場
廃
水
を
処
理

し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
五

三　

化
学
工
業
に
係
る
工
場
廃
水
を
処
理
し
て
い
る
場
合　

〇
・

〇
〇
〇
〇
〇
〇
九
二

四　

鉄
鋼
業
に
係
る
工
場
廃
水
を
処
理
し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇

〇
〇
〇
〇
七
三

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
工
場
廃
水
を
処
理
し
て
い

る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
三
〇

第
五
条
第
十
九
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
第

一
号
中
「
〇
・
〇
〇
二
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
二
三
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
一
八
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
二
〇
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

う
さ
ぎ　

〇
・
〇
〇
〇
〇
八
〇

六　

ミ
ン
ク　

〇
・
〇
〇
〇
六
八　

第
五
条
第
十
三
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中

「
ヘ
」
を
「
チ
㈠
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条

第
七
項
中
「
ニ
」
を
「
ホ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
第
五
項
中
「
ニ
」
を
「
ホ
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中

「
〇
・
〇
〇
一
四
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
〇
・
〇
〇
一
五
」
を
「
次
の
ⅰ
及
び
ⅱ
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
ⅰ
及
び
ⅱ
に
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
号
ロ
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ⅰ　

原
油
の
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
（
陸
上
に
設

置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
一
八

ⅱ　

原
油
の
生
産
に
係
る
坑
井
に
お
け
る
施
設
（
海
上
に
設

置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
五
九

第
五
条
第
五
項
第
二
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
一
四
」
を
「
〇
・
〇
〇

〇
〇
二
五
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

二
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
四
〇
と
す
る
。

第
五
条
第
二
十
二
項
中
「
九
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
を
同
条
第
二
十
二
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項
と
し
、
同
条
第
十
項
第
一
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
三
五
」
を
「
〇
・

〇
二
九
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
コ
ー
ク
ス　

〇
・
〇
〇
〇
一

三
」
を
「
エ
チ
レ
ン
（
エ
タ
ン
か
ら
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

〇
・
〇
〇
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
エ
チ
レ
ン　

〇
・

〇
〇
〇
〇
一
五
」
を
「
エ
チ
レ
ン
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）　

〇
・
〇
〇
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
・
二
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
五
〇
」
を
「
酸
化
エ
チ
レ
ン

　

〇
・
〇
〇
一
八
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条

第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

10　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

二
の
項
の
下
欄
へ
㈠
の
知
事
が
別

に
定
め
る
原
油
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
油
と
し
、
同
欄
へ
㈠

の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
油
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

原
油
（
コ
ン
デ
ン
セ
ー
ト
（
Ｎ
Ｇ
Ｌ
）
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）　

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ　

原
油
を
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
よ
り
輸
送
し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
五
四

ロ　

原
油
を
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
手
段
に
よ
り
輸
送
し
て

い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
二
五

二　

コ
ン
デ
ン
セ
ー
ト
（
Ｎ
Ｇ
Ｌ
）　

〇
・
〇
〇
〇
一
一

第
五
条
第
十
八
項
を
同
条
第
二
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
を

同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

12　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

二
の
項
の
下
欄
ト
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
一
二
と
す
る
。

第
五
条
第
二
十
項
中
「
九
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
十
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
下
欄
ハ
の
」
の
下

に
「
知
事
が
別
に
定
め
る
家
畜
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
畜
と
し
、

同
欄
の
ハ
の
」
を
加
え
、
「
〇
・
〇
〇
一
三
」
を
「
次
の
各
号
に
掲

げ
る
家
畜
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一　

牛　

〇
・
〇
〇
一
一

二　

鶏　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
五
九

第
五
条
第
十
四
項
を
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

14　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

二
の
項
の
下
欄
チ
㈡
の
知
事
が
別

に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
九
五
と
す
る
。

第
五
条
第
二
十
一
項
中
「
九
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
第
一
号
中
「
〇
・

〇
〇
〇
〇
一
六
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
九
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
八
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
三
九
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

15　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

二
の
項
の
下
欄
リ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
七
と
す
る
。

第
五
条
第
二
十
四
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

25　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

九
の
項
の
下
欄
の
知
事
が
別
に
定

め
る
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
と
し
、
同
欄
の
知

事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

木
く
ず
（
一
般
廃
棄
物
（
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
三
五

二　

一
般
廃
棄
物
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
産
業

廃
棄
物　

〇
・
〇
〇
〇
九
六

26　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

十
の
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
焼
却
施
設
は
、
別
表
第
十
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
焼
却
施

設
と
し
、
同
項
の
下
欄
の
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
同

表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
焼
却
施
設
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
第
三
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

27　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

十
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
と
し
、

同
欄
の
ロ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

産
業
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

感
染
性
廃
棄
物
（
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
別
表
第
一
の
四
の

項
の
下
欄
に
規
定
す
る
感
染
性
廃
棄
物
を
い
い
、
廃
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）　

〇
・
〇
〇
〇

二
三

二　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
八
〇

三　

汚
泥
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇

〇
〇
一
五

四　

廃
油
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇

〇
〇
四
〇

五　

紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
物
性
若
し
く
は
植
物
性

の
残
さ
又
は
動
物
の
死
体
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
二
三

第
五
条
第
二
十
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

29　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
二　

十
一
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別

に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
八
八
と
す
る
。

第
六
条
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項

中
「
八
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
、
「
〇
・
〇
〇
四
三
と
し
、
同

欄
ロ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
一
六
」

を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
お
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。
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一　

食
料
品
製
造
業
に
係
る
工
場
廃
水
を
処
理
し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
四
七

二　

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
に
係
る
工
場
廃
水
を
処
理

し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
四

三　

化
学
工
業
に
係
る
工
場
廃
水
を
処
理
し
て
い
る
場
合　

〇
・

〇
一
七

四　

鉄
鋼
業
に
係
る
工
場
廃
水
を
処
理
し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇

〇
四
〇

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
工
場
廃
水
を
処
理
し
て
い

る
場
合　

〇
・
〇
〇
五
三

第
六
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
六

の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
水
稲
」
の
下
に

「
（
稲
わ
ら
）
」
を
加
え
、
「
〇
・
〇
〇
〇
一
三
」
を
「
〇
・
〇
〇

〇
〇
五
四
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
七
号
を
削
り
、
同
項
第
五
十
六

号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
八
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
六
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
五
十
七
号
と
し
、
同
項
第
五
十
五
号
中
「
〇
・
〇
〇

〇
三
八
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
二
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十

六
号
と
し
、
同
項
第
五
十
四
号
を
同
項
第
五
十
五
号
と
し
、
同
項
第

五
十
三
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
五
四
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
五
〇
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
四
号
と
し
、
同
項
第
五
十
二
号
中

「
〇
・
〇
〇
〇
四
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
五
十
三
号
と
し
、
同
項
第
五
十
一
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
四

三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
二

号
と
し
、
同
項
第
五
十
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
六
五
」
を
「
〇
・
〇
〇

〇
〇
二
五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
一
号
と
し
、
同
項
第
四

十
九
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
二
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
八
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
号
と
し
、
同
項
第
四
十
八
号
中
「
〇
・
〇

〇
〇
七
六
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

四
十
九
号
と
し
、
同
項
第
四
十
七
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
二
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
八
号
と
し
、

同
項
第
四
十
六
号
中
「
〇
・
〇
〇
一
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
八
三
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
七
号
と
し
、
同
項
第
四
十
五
号
中

「
〇
・
〇
〇
〇
二
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
八
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
四
十
六
号
と
し
、
同
項
第
四
十
四
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
二

五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
八
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
五

号
と
し
、
同
項
第
四
十
三
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
六
」
を
「
〇
・
〇

〇
〇
〇
八
三
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
四
号
と
し
、
同
項

第
四
十
二
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
六
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
三

〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
三
号
と
し
、
同
項
第
四
十
一
号

中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
六
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
三
〇
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
四
十
二
号
と
し
、
同
項
第
四
十
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇

七
六
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十

一
号
と
し
、
同
項
第
三
十
九
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
六
」
を
「
〇
・

〇
〇
〇
〇
八
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
号
と
し
、
同
項
第

三
十
八
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
八
二
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
六
三
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
九
号
と
し
、
同
項
第
三
十
七
号
中

「
〇
・
〇
〇
〇
四
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五
〇
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
三
十
八
号
と
し
、
同
項
第
三
十
六
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇

六
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十

七
号
と
し
、
同
項
第
三
十
五
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
八
〇
」
を
「
〇
・

〇
〇
〇
〇
三
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
六
号
と
し
、
同
項

第
三
十
四
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
二
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
九
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
五
号
と
し
、
同
項
第
三
十
三
号
中

「
〇
・
〇
〇
〇
六
七
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
八
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
三
十
四
号
と
し
、
同
項
第
三
十
二
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七

六
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
三

号
と
し
、
同
項
第
三
十
一
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
九
」
を
「
〇
・
〇

〇
〇
〇
二
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
二
号
と
し
、
同
項
第

三
十
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
二
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
三
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
一
号
と
し
、
同
項
第
二
十
九
号
中
「
〇
・

〇
〇
〇
三
九
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
六
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
三
十
号
と
し
、
同
項
第
二
十
八
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
三
九
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
六
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
九
号
と
し
、

同
項
第
二
十
七
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
四
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
六

三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号

中
「
〇
・
〇
〇
〇
五
二
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
六
三
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇

六
四
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
六
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十

六
号
と
し
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
三
四
」
を
「
〇
・

〇
〇
〇
六
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
第

二
十
三
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
三
九
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
六
三
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
第
二
十
二
号
を
同
項
第

二
十
三
号
と
し
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
四
八
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
二
八
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
二
号
と
し
、

同
項
第
二
十
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
四
〇
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
二
七
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
中

「
〇
・
〇
〇
〇
三
六
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
二
四
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
三
六
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
二
五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同

項
第
十
七
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
三
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
六
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
十
六
号
中
「
〇
・
〇

〇
〇
三
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十

七
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
一
五
」
を
「
〇
・
〇

〇
〇
二
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
第
十
四
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第
六
条
第
十
項
七
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七
十
三　

み
ず
な　

〇
・
〇
〇
〇
〇
八
三

七
十
四　

さ
や
え
ん
ど
う　

〇
・
〇
〇
〇
一
六

第
六
条
第
十
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
五
の

項
」
を
「
六
の
項
」
に
改
め
、
「
別
に
定
め
る
」
の
下
に
「
家
畜
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
畜
と
し
、
同
欄
ハ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
」

を
加
え
、
「
〇
・
〇
〇
〇
一
八
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
畜
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

一　

牛　

〇
・
〇
〇
〇
六
五

二　

鶏　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
九

第
六
条
第
八
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
五
の

項
」
を
「
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第

五
項
第
一
号
中
「
〇
・
二
八
」
を
「
〇
・
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
〇
・
〇
〇
三
二
」
を
「
〇
・
〇
〇
三
三
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム　

〇
・
〇
〇
二
〇

第
六
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
ロ
」
を

「
ハ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
か
ら
ハ
ま
で
」
を
「
及
び
ロ
」

に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
の
み
」
を
削
り
、
同
号
ハ
を
削
り
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
ロ
」
を
「
ハ
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
イ
」
を
「
ロ
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
別
表
第
十

五
」
を
「
別
表
第
十
三
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
三　

二
の
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
〇
と
す
る
。

第
六
条
第
十
四
項
中
「
八
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同

「
〇
・
〇
〇
〇
一
九
」
に
改
め
、
同
項
第
六
十
六
号
中
「
〇
・
〇
〇

〇
二
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
四
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
十

二
号
と
し
、
同
項
第
六
十
五
号
中
「
前
二
号
」
を
「
第
六
十
六
号
及

び
第
六
十
八
号
」
に
、
「
〇
・
〇
〇
〇
三
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一

五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
十
号
と
し
、
同
項
第
六
十
四
号
中

「
ら
い
麦
」
の
下
に
「
（
飼
料
用
）
」
を
加
え
、
「
〇
・
〇
〇
〇
二

三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
七
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
十
八
号

と
し
、
同
項
第
六
十
三
号
中
「
ら
い
麦
」
の
下
に
「
（
飼
料
用
）
」

を
加
え
、
「
〇
・
〇
〇
〇
三
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
三
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
六
十
六
号
と
し
、
同
項
第
六
十
二
号
中
「
ソ
ル
ゴ

ー
」
を
「
ソ
ル
ガ
ム
（
飼
料
用
）
」
に
、
「
〇
・
〇
〇
〇
三
〇
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
九
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
十
四
号
と
し
、

同
項
第
六
十
一
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
一
九
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一

一
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
十
二
号
と
し
、
同
項
第
六
十
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
一　

牧
草
（
肥
料
用
）　

〇
・
〇
〇
〇
二
〇

第
六
条
第
十
項
六
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
三　

青
刈
り
と
う
も
ろ
こ
し
（
肥
料
用
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇

九
九

第
六
条
第
十
項
六
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
五　

ソ
ル
ガ
ム
（
肥
料
用
）　

〇
・
〇
〇
〇
一
〇

第
六
条
第
十
項
六
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
七　

青
刈
り
え
ん
麦
（
肥
料
用
）　

〇
・
〇
〇
〇
一
二

第
六
条
第
十
項
六
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
九　

青
刈
り
ら
い
麦
（
肥
料
用
）　

〇
・
〇
〇
〇
一
一

第
六
条
第
十
項
七
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
十
一　

青
刈
り
の
麦
（
第
六
十
七
号
及
び
第
六
十
九
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
（
肥
料
用
）　

〇
・
〇
〇
〇
一
一

号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
三
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
六
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
一

五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と

し
、
同
項
第
十
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
一
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一

一
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中

「
〇
・
〇
〇
〇
三
二
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
九
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
一
四
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同

項
第
四
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
六
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
二
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇

〇
八
八
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
九
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四

号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二　

水
稲
（
も
み
が
ら
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
四
二

第
六
条
第
十
項
第
十
三
号
を
削
り
、
同
項
第
十
一
号
中
「
〇
・
〇

〇
〇
一
七
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
一
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十

三
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
二
五
」
を
「
〇
・
〇
〇

〇
一
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
九
四
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
二
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
二
四
」
を

「
〇
・
〇
〇
〇
一
八
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項

第
三
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
四
二
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
二
九
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三　

水
稲
（
地
下
部
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
九
〇

第
六
条
第
十
項
第
五
十
八
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
七
六
」
を
「
〇
・

〇
〇
〇
四
三
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
九
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
二

五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
四
四
」
に
改
め
、
同
項
第
六
十
号
中
「
牧

草
」
の
下
に
「
（
飼
料
用
）
」
を
加
え
、
「
〇
・
〇
〇
〇
四
六
」
を
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項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
七
の
項
」
を

「
八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
九
項

中
「
六
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
及

び
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
一

号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中

「
工
芸
」
及
び
「
第
四
号
及
び
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と

し
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
五
の
項
」
を

「
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
放
牧
さ
れ
た
め
ん
羊　

〇
・
〇
〇
〇
三
八
」
を
「
め
ん
羊　

〇
・
〇
〇
〇
三
三
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
放
牧
さ
れ
た
山
羊
又
は
馬

　

〇
・
〇
〇
一
三
」
を
「
山
羊　

〇
・
〇
〇
〇
三
〇
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
山
羊
又
は
馬
（
前
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
三
一
」
を
「
馬　

〇
・
〇

〇
〇
九
九
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を

削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
水
牛
以
外
の
」
を
削
り
、

「
で
あ
っ
て
、
」
を
「
（
」
に
改
め
、
「
行
わ
れ
る
も
の
」
の
下
に

「
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
〇
・
〇
〇
一
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
一

四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
五

号
に
掲
げ
る
水
牛
以
外
の
」
を
削
り
、
「
で
あ
っ
て
、
」
を
「
（
」

に
改
め
、
「
行
わ
れ
る
も
の
」
の
下
に
「
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

六　

水
牛
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
一

四
七　

う
さ
ぎ　

〇
・
〇
〇
〇
二
五

八　

ミ
ン
ク　

〇
・
〇
〇
〇
一
四

第
六
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

７　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
三　

五
の
項
の
下
欄
の
知
事
が
別
に
定

め
る
係
数
は
、
一
と
す
る
。

第
六
条
第
十
三
項
中
「
八
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同

項
を
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

13　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
三　

六
の
項
の
下
欄
ハ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
九
七
と
す
る
。

第
六
条
第
十
五
項
中
「
八
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
二
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

15　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
三　

九
の
項
の
下
欄
の
知
事
が
別
に
定

め
る
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
と
し
、
同
欄
の
知

事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

木
く
ず
（
一
般
廃
棄
物
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一

五
二　

一
般
廃
棄
物
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
産
業

廃
棄
物　

〇
・
〇
〇
〇
二
七

第
六
条
第
十
六
項
中
「
八
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
二
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

16　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
三　

十
の
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
焼
却
施
設
は
、
別
表
第
十
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
焼
却
施

設
と
し
、
同
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
同
表

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
焼
却
施
設
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
第
四
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

17　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
三　

十
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
と
し
、
同
欄
の

ロ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

感
染
性
廃
棄
物　

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
七

二　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類　

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
五

三　

高
分
子
凝
集
剤
を
用
い
た
脱
水
処
理
が
行
わ
れ
た
後
に
流
動

床
式
焼
却
施
設
に
お
い
て
通
常
燃
焼
に
よ
り
焼
却
さ
れ
る
下
水

汚
泥
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
一
五

四　

高
分
子
凝
集
剤
を
用
い
た
脱
水
処
理
が
行
わ
れ
た
後
に
流
動

床
式
焼
却
施
設
に
お
い
て
高
温
燃
焼
に
よ
り
焼
却
さ
れ
る
下
水

汚
泥
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
六

五
五　

高
分
子
凝
集
剤
を
用
い
た
脱
水
処
理
が
行
わ
れ
た
後
に
多
段

式
焼
却
施
設
に
お
い
て
焼
却
さ
れ
る
下
水
汚
泥
（
第
一
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
八
八

六　

石
灰
系
凝
集
剤
を
用
い
た
脱
水
処
理
が
行
わ
れ
た
後
に
焼
却

さ
れ
る
下
水
汚
泥
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
二
九

七　

多
段
吹
込
燃
焼
式
流
動
床
炉
、
二
段
燃
焼
式
循
環
流
動
床
炉

又
は
ス
ト
ー
カ
ー
炉
に
お
い
て
高
温
燃
焼
に
よ
り
焼
却
さ
れ
る

下
水
汚
泥
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇

〇
二
六

八　

炭
化
固
形
燃
料
化
炉
に
お
い
て
焼
却
さ
れ
る
下
水
汚
泥
（
第

一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
三
一

九　

下
水
汚
泥
（
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
八
八

十　

汚
泥
（
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
九
九

十
一　

廃
油
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

〇
・
〇
〇

〇
〇
六
二

十
二　

紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
物
性
若
し
く
は
植
物
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性
の
残
さ
又
は
家
畜
の
死
体
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）　

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
七

第
六
条
第
十
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

19　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
三　

十
一
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別

に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

標
準
活
性
汚
泥
法
に
よ
り
処
理
し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
〇

〇
〇
〇
〇
一
四

二　

嫌
気
好
気
活
性
汚
泥
法
に
よ
り
処
理
し
て
い
る
場
合　

〇
・

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
三
〇

三　

嫌
気
無
酸
素
好
気
法
又
は
循
環
式
硝
化
脱
窒
法
に
よ
り
処
理

し
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
一
二

四　

循
環
式
硝
化
脱
窒
型
膜
分
離
活
性
汚
泥
法
に
よ
り
処
理
し
て

い
る
場
合　

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
一
一

第
七
条
第
一
項
中
「
〇
・
〇
一
九
」
を
「
〇
・
〇
一
七
」
に
、

「
〇
・
〇
〇
四
九
」
を
「
〇
・
〇
〇
三
五
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項

中
「
三
の
項
」
を
「
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
二
の

項
」
を
「
三
の
項
」
に
、
「
リ
」
を
「
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
ス
ま
で
」
を
「
テ
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
第
六
項
中
「
二
の
項
」
を
「
四
の
項
」
に
、
「
次
の
各
号
に
掲

げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
を
「
〇
・

〇
二
九
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
を
同

条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
二
の
項
」
を
「
四
の
項
」
に
、

「
〇
・
〇
一
七
」
を
「
〇
・
〇
二
〇
」
に
、
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一

一
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
二
の
項
」
を
「
四
の
項
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
〇
・
〇
〇
一
九
」
を
「
〇
・

〇
〇
一
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を

同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
四　

三
の
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

半
導
体
素
子
若
し
く
は
半
導
体
集
積
回
路
の
加
工
の
工
程
に

お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄

に
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
を
使
用
し
て
い
る
場
合　

〇
・
四
〇

二　

液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン

グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
を
使
用
し
て
い
る
場
合　

〇
・
二
〇

第
七
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
二
の
項
」
を
「
四
の

項
」
に
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
」
を
「
ウ
レ
タ
ン

フ
ォ
ー
ム
」
に
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
を
「
〇
・
一
〇
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条

第
三
項
中
「
二
の
項
」
を
「
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
六
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
六
二
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
五
」
を
「
〇
・
〇
〇

〇
〇
〇
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
四　

三
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
は
、
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
シ
ク
ロ
ブ

タ
ン
と
し
、
同
欄
ロ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
二

〇
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
二
の
項
」
を
「
一
の

項
」
に
、
「
〇
・
〇
三
九
」
を
「
〇
・
〇
〇
三
一
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
三
の
項
」
を
「
二
の
項
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
」
の
下
に

「
（
半
導
体
素
子
若
し
く
は
半
導
体
集
積
回
路
の
加
工
の
工
程
に
お

け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
〇
・
八
〇
」
を
「
〇
・
九

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中

「
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
」
の
下
に
「
（
半
導
体
素
子
若
し
く
は
半

導
体
集
積
回
路
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は

こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を

加
え
、
「
〇
・
七
〇
」
を
「
〇
・
六
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二　

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に

お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄

に
使
用
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
六
〇

第
八
条
第
三
項
第
四
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に

お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄

に
使
用
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

一
・
〇

第
八
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
三
の

項
」
を
「
二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
〇
・
一
〇
」
を

「
〇
・
二
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
〇
・
二
〇
」
を
「
〇
・

一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三　

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
シ
ク
ロ
ブ
タ
ン
（
半
導
体
素
子
若
し
く
は
半

導
体
集
積
回
路
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ

又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）　

〇
・
一
〇

四　

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
シ
ク
ロ
ブ
タ
ン
（
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
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工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置

の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）　

〇
・
〇
一
〇

第
八
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

４　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
五　

二
の
項
の
下
欄
ハ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
は
、
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
シ
ク
ロ
ブ

タ
ン
と
し
、
同
欄
ハ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
一
〇

と
す
る
。

第
八
条
第
五
項
中
「
四
の
項
」
を
「
三
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
三
の
項
」
を
「
二
の
項
」
に
改
め
、
「
下
欄
」
の
下
に

「
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ト
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
キ
ま

で
」
を
「
ケ
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第

四
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

５　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
五　

二
の
項
の
下
欄
ニ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
は
、
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ

ン
と
し
、
同
欄
ニ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
七
〇

と
す
る
。

６　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
五　

二
の
項
の
下
欄
ホ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
は
、
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ

ン
と
し
、
同
欄
ホ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
五
〇

と
す
る
。

７　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
五　

二
の
項
の
下
欄
へ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

半
導
体
素
子
若
し
く
は
半
導
体
集
積
回
路
の
加
工
の
工
程
に

お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄

に
際
し
て
リ
モ
ー
ト
プ
ラ
ズ
マ
源
を
用
い
た
技
術
を
利
用
す
る

方
法
を
用
い
て
い
る
場
合　

〇
・
〇
二
〇

二　

半
導
体
素
子
若
し
く
は
半
導
体
集
積
回
路
の
加
工
の
工
程
に

お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄

に
際
し
て
リ
モ
ー
ト
プ
ラ
ズ
マ
源
を
用
い
た
技
術
を
利
用
す
る

方
法
を
用
い
て
い
な
い
場
合　

〇
・
〇
九
〇

８　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
五　

二
の
項
の
下
欄
ト
の
知
事
が
別
に

定
め
る
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
は
、
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
と

し
、
同
欄
ト
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
七
〇
と
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
六
ふ
っ
化
い
お
う
」
を
「
六
ふ
っ
化
硫

黄
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
〇
・
〇
一
九
」
を
「
〇
・
〇
〇
一

三
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
三
の
項
」
を
「
四
の
項
」
に
、

「
〇
・
〇
二
七
」
を
「
〇
・
〇
一
九
」
に
改
め
、
「
と
し
、
同
欄
ホ

の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
五
〇
」
を
削
り
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
六　

三
の
項
の
下
欄
の
知
事
が
別
に
定

め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

半
導
体
素
子
若
し
く
は
半
導
体
集
積
回
路
の
加
工
の
工
程
に

お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄

に
使
用
し
て
い
る
場
合　

〇
・
二
〇

二　

液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン

グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
し
て
い
る
場
合　

〇
・
六
〇

第
九
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

規
則
別
表
第
一
付
表
第
六　

四
の
項
の
下
欄
ホ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
粒
子
加
速
器
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
粒
子
加
速
器
と
し
、

同
欄
の
ホ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

粒
子
加
速
器
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

大
学
そ
の
他
の
研
究
施
設
に
設
置
さ
れ
た
粒
子
加
速
器　

〇
・
〇
四
五

二　

産
業
用
粒
子
加
速
器　

〇
・
〇
七
〇

三　

医
療
用
粒
子
加
速
器　

二
・
〇

四　

発
生
す
る
放
射
線
の
有
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
一
メ
ガ
電
子
ボ

ル
ト
未
満
で
あ
る
粒
子
加
速
器
（
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）　

〇
・
〇
七
〇

第
十
条
第
一
項
中
「
〇
・
〇
一
七
」
を
「
〇
・
〇
〇
〇
二
〇
」
に

改
め
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
基
準
排
出
量
算
定
時
の
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
の
算
定

方
法
）

第
十
一
条　

規
則
別
表
第
一
の
三　

一
の
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別

に
定
め
る
燃
料
は
、
別
表
第
十
四
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
と
し
、

同
項
の
下
欄
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
単
位
及
び
当
該
燃
料
の
一

当
該
単
位
当
た
り
の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表
し
た
発
熱
量
と
し
て
知

事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の
区

分
に
応
じ
同
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

同
項
の
下
欄
イ
の
当
該
燃
料
の
一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当
た
り
の
発
熱

に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知

事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の
区

分
に
応
じ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
係
数
に
十
二
分
の
四
十
四
を

乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

２　

規
則
別
表
第
一
の
三　

一
の
項
の
下
欄
ロ
の
知
事
が
別
に
定
め

る
熱
は
、
蒸
気
、
温
水
及
び
冷
水
と
し
、
同
欄
ロ
の
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
は
、
燃
料
を
起
源
と
し
な
い
熱
（
条
例
第
五
条
の
十

一
第
一
項
第
二
号
エ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
除
く
。
）
の
み
を
供
給
す
る
事
業
所
（
熱
供
給
事
業
所

を
除
く
。
）
か
ら
供
給
を
受
け
た
熱
に
あ
っ
て
は
〇
と
、
当
該
熱
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以
外
の
熱
に
あ
っ
て
は
〇
・
〇
六
〇
と
す
る
。

３　

規
則
別
表
第
一
の
三　

一
の
項
の
下
欄
ハ
及
び
ホ
の
知
事
が
別

に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
四
八
九
と
す
る
。

４　

規
則
別
表
第
一
の
三　

一
の
項
の
下
欄
ニ
の
知
事
が
別
に
定
め

る
係
数
は
、
〇
・
〇
六
〇
と
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

第
四
欄 

第
五
欄 

一 

輸
入
原
料
炭 

ト
ン 

二
十
八
・
七 

〇
・
〇
二
四
六 

二 

コ
ー
ク
ス
用
原
料
炭 

ト
ン 

二
十
八
・
九 

〇
・
〇
二
四
五 

三 

吹
込
用
原
料
炭 

ト
ン 

二
十
八
・
三 

〇
・
〇
二
五
一 

四 

輸
入
一
般
炭 

ト
ン 

二
十
六
・
一 

〇
・
〇
二
四
三 

五 

国
産
一
般
炭 

ト
ン 

二
十
四
・
二 

〇
・
〇
二
四
二 

六 

輸
入
無
煙
炭 

ト
ン 

二
十
七
・
八 

〇
・
〇
二
五
九 

七 

石
炭
コ
ー
ク
ス 

ト
ン 

二
十
九
・
〇 

〇
・
〇
二
九
九 

八 

石
油
コ
ー
ク
ス
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
コ
ー
ク 

ト
ン 

三
十
四
・
一 

〇
・
〇
二
四
五 

九 

コ
ー
ル
タ
ー
ル 

ト
ン 

三
十
七
・
三 

〇
・
〇
二
〇
九 

十 

石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

ト
ン 

四
十
・
〇 

〇
・
〇
二
〇
四 

十
一 

コ
ン
デ
ン
セ
ー
ト(

Ｎ
Ｇ
Ｌ) 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

三
十
四
・
八 

〇
・
〇
一
八
三 

十
二 

原
油(

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。) 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

三
十
八
・
三 

〇
・
〇
一
九
〇 

十
三 

ガ
ソ
リ
ン 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

三
十
三
・
四 

〇
・
〇
一
八
七 

十
四 

ナ
フ
サ 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

三
十
三
・
三 

〇
・
〇
一
八
六 

十
五 

ジ
ェ
ッ
ト
燃
料
油 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

三
十
六
・
三 

〇
・
〇
一
八
六 

十
六 

灯
油 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

三
十
六
・
五 

〇
・
〇
一
八
七 

十
七 

軽
油 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

三
十
八
・
〇 

〇
・
〇
一
八
八 

十
八 

Ａ
重
油 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

三
十
八
・
九 

〇
・
〇
一
九
三 

十
九 

Ｂ
重
油
又
は
Ｃ
重
油 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

四
十
一
・
八 

〇
・
〇
二
〇
二 

二
十 

潤
滑
油 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

四
十
・
二 

〇
・
〇
一
九
九 

二
十
一 

液
化
石
油
ガ
ス(

Ｌ
Ｐ
Ｇ) 

ト
ン 

五
十
・
一 

〇
・
〇
一
六
三 

二
十
二 

石
油
系
炭
化
水
素
ガ
ス 

温
度
が
二
十
五
度
で
圧
力
が
一
バ
ー
ル
の
状
態

(

以
下
「
標
準
環
境
状
態
」
と
い
う
。)

に
換
算
し

た
千
立
方
メ
ー
ト
ル 

四
十
六
・
一 

〇
・
〇
一
四
四 

二
十
三 

液
化
天
然
ガ
ス(

Ｌ
Ｎ
Ｇ) 

ト
ン 

五
十
四
・
七 

〇
・
〇
一
三
九 

二
十
四 

天
然
ガ
ス(

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。) 

標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立
方
メ
ー
ト
ル 

三
十
八
・
四 

〇
・
〇
一
三
九 

二
十
五 

コ
ー
ク
ス
炉
ガ
ス 

標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立
方
メ
ー
ト
ル 

十
八
・
四 

〇
・
〇
一
〇
九 

二
十
六 

高
炉
ガ
ス 

標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立
方
メ
ー
ト
ル 

三
・
二
三 

〇
・
〇
二
六
四 

二
十
七 

発
電
用
高
炉
ガ
ス 

標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立
方
メ
ー
ト
ル 

三
・
四
五 

〇
・
〇
二
六
四 

二
十
八 

転
炉
ガ
ス 

標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立
方
メ
ー
ト
ル 

七
・
五
三 

〇
・
〇
四
二
〇 

二
十
九 

都
市
ガ
ス 

標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立
方
メ
ー
ト
ル 

四
十
・
〇 

〇
・
〇
一
四
〇 

備
考 

二
十
九
の
項
中
第
四
欄
に
掲
げ
る
係
数
に
つ
い
て
は
、
使
用
す
る
都
市
ガ
ス
の
組
成
に
応
じ
、
同
欄
に
掲
げ
る
値
に
代
え
て
、
標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立

方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表
し
た
発
熱
量
と
し
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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別
表
第
三 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

第
四
欄 

一 

エ
チ
レ
ン
（
ナ
フ
サ
か
ら
製
造

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。） 

ト
ン 

一
・
五
六 

二 

エ
チ
レ
ン
（
軽
油
か
ら
製
造
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

ト
ン 

二
・
〇
六 

三 

エ
チ
レ
ン
（
エ
タ
ン
か
ら
製
造

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。） 

ト
ン 

〇
・
八
六 

四 

エ
チ
レ
ン
（
プ
ロ
パ
ン
か
ら
製

造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

ト
ン 

〇
・
九
四 

五 

エ
チ
レ
ン
（
ブ
タ
ン
か
ら
製
造

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。） 

ト
ン 

〇
・
九
六 

六 

エ
チ
レ
ン
（
一
の
項
か
ら
五
の

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
） 

ト
ン 

一
・
五
六 

七 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

ト
ン 

〇
・
〇
六
五 

八 

酸
化
エ
チ
レ
ン 

ト
ン 

〇
・
三
三 

九 

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル 

ト
ン 

〇
・
七
三 

十 

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク 

ト
ン 

二
・
一 

十
一 

無
水
フ
タ
ル
酸 

ト
ン 

〇
・
三
七 

十
二 

無
水
マ
レ
イ
ン
酸 

ト
ン 

一
・
一 

十
三 

水
素 

温
度
が
零
度
で
圧
力
が
一
気
圧

の
状
態
に
換
算
し
た
立
方
メ
ー

ト
ル 

〇
・
〇
〇
〇
八

五 

 

別
表
第
三
の
二 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

第
四
欄 

一 

潤
滑
油 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

〇
・
五
八
七 

二 

グ
リ
ー
ス 

ト
ン 

〇
・
一
五
〇 

三 
パ
ラ
フ
ィ
ン
ろ
う 

ト
ン 

〇
・
五
九
八 

 
 

別
表
第
二 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

第
四
欄 

一 

石
炭 

ト
ン 

二
・
三
三 

二 

石
油
コ
ー
ク
ス 

ト
ン 

三
・
〇
六 

三 
ナ
フ
サ 

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル 

二
・
二
七 

四 

液
化
天
然
ガ
ス(

Ｌ
Ｎ
Ｇ) 

ト
ン 

二
・
七
九 

五 

天
然
ガ
ス(

前
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。) 

標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千

立
方
メ
ー
ト
ル 

一
・
九
六 

 
 




